
○ 都道府県知事は、申請が以下の要件を満たしているときに限り許可

○ 都道府県森林審議会、関係市町村長の意見聴取

■ 林地開発許可の対象となる森林

■ 林地開発許可の対象となる開発行為

■ 林地開発許可の審査

○ 地域森林計画の対象となる民有林（保安林等を除く）

※ 国有林と保安林以外の森林の殆どが対象、地域森林計画は都道府県知事が策定

○ 土石の採掘や林地以外への転用などの土地の形質の変更を行う行為のうち、次
に掲げる区分に応じ、それぞれ次の規模を超えるもの
・道路の新設又は改築：面積１haかつ幅員３m
・太陽光発電設備の設置：面積0.5ha ・その他の開発行為：面積１ha

開発行為の例） 住宅造成、別荘地、ホテルなどの宿泊施設、ゴルフ場やスキー場、遊園地などの
レジャー施設、工場、採石場、土捨て場、道路、太陽光発電設備 など

■ 監督処分

○ 無許可開発や違反行為に対して、中止命令や復旧命令の監督処分を実施
○ 監督処分に従わない場合等には、告発や行政代執行を実施

水害の防止

開発行為により、下流地域において水害を
発生させるおそれがないこと

災害の防止

開発行為により、周辺地域において土砂
の流出又は崩壊その他の災害を発生させ
るおそれがないこと

水の確保

開発行為により、周辺地域の水質・水量など
に影響を与え、水の確保に著しい支障を及
ぼすおそれがないこと

環境の保全

開発行為により、周辺地域において環境を
著しく悪化させるおそれがないこと

林地開発許可制度

○ 森林の有する公益的機能を阻害しないよう開発行為の適正化を図るため、保
安林以外の森林での一定規模を超える開発行為については、都道府県知事の許
可が必要。（自治事務）

○ 許可に当たっては、災害の防止、水害の防止、水の確保、環境の保全の
４つの要件を満たすことが必要であり、防災施設の設置等の措置が講ぜられるこ
とが許可基準。

■ 罰則

○ ３年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金

➢ 土工、法面保護の適切な実施や、排水
施設等の防災施設の設置等

➢ 洪水調節池の適切な設置等

➢ 貯水池や導水路の適切な設置等

➢ 残置森林等の適切な配置


